
様式第1－1号

-~

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7TFTn-[F1~U~m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

。
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政務活動費支出額(a×b)按分率(b)

1／2

％

領収書金額(a)按分の理由

政務活動、後援会活動

で使用のため 50,220円100,440円

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

薬理番号 4－／

決
裁 会派代表者 経理責任者 廟 経理担当者

経費項目 調酎形讃｡研修費･広聴曄＆費.鶏調誇臓債.会議費.資料作鑪.資料M静貴.事務費｡義葱霞.人件費

内 容 令和2年4月分事務所賃借料及び送金手数料

年月 日 令和2年3月24日～令和年 月 日 金額 50,220円

目的

使途

羽 明
お取扱日 店番 お取引内容
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藤枝駅西支店 ＝．

普通 2215815

力）マルトシアオキ

送金料金 ＊440円‘
振込予定日02-03-24／
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様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

F1~7Tgl一面Tﾜｰ｢、
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

｡

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､鐸>率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 鰯 経理担当者

経費項目 調査研ｦ讃･研修費･圃雛燕費･要識標鑪鑛･会議費･資料lf阿潰･鋤費･事務費･藷翔漬･人件費

内 容 月間「ガバナンス』購読料

年月 日 令和2年4月1日～令和年月 日 ﾉｲ↓ 金額 9,720円

目的
各種情報収集と研究

使途
購読料（2020年4月から2021年3月）

関連性

政務活動において、広い分野の情報を得るため購読し活用する

く領収書貼付枠＞縛り滴
艤売期間が3年間（2019年9月～撫 8月）のため、各会計期間ごと按分し計算根拠を添付する

数・ 雛箭の総溺: Zヌ〃月 （私込: /W"2*/肌β）

"p24(Z'2．年〃月～今細年(ZzO2/亨ﾉﾉ〃の辮綴

27_/j"
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

R7Z0円

按分率(b)

I／

'00％

政務活動費支 額(a×b)

9,720円
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圭
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東京附刺躯綱端1丁目18番11号(〒136-8575)
様 令和元年11月 22日佐野愛子

株式会社きよう

代表取締謄成吉社 鱈
ノ

金額には消費税及び地方消費税が含ま ）

E
お支払は令和元年12月12日までにお願いします。

01190092846
（ 163）

（001）
力)キ・ヨウセイ

（振込先） みずほ銀行東京営業部
普通預金4913720

－－－壁空目』_ ｻノ
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ｱｲｺ
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ご利用明細票
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名
ロ

ロロ 録号数 数量 苗 価一戸 金 額 備 考

月TU Iカハナンス」

2019年9月号～2022年8月号 購読料 1 29 160 2E 160
☆

お取扱日 店番 取扱番号

〕2－01－16 003 A93210012
取扱店 フシﾞエタ

ゆ

払込口 廼［]0140－8 10000
仏込金額 ＊29．16 料金 ＊0

C,0'40HBH
株＝土きこ

1000 01

号番号 ＊＊＊＊＊

1
1

鉦百g垂1Ⅶ宗

払込みの証拠と
なるものです力、
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて
います。
（ゆうち よ銀行）
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様式第1－1号

－

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢71~7｢罰一｢副~D~｢n
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入する庭と。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 調査形蹟･研修費･広聴騨費・需鞠誇鹿婚･会議費･資料作成費･鋤費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 月間『婦人通信」購読料及び送料

年月 日 令和2年4月1日～令和年月 日 雄 金額 3,489円

目的
各種情報収集と研究

使途
購読料（2020年4月～2020年12月まで）

政務活動．

県政との

関連性

政務活動において、広い分野の情報を得るため購読し活用する

く領収書貼付枠＞

購読期間が2020年1月～12月のため各会計期間ごと按分し計算根拠を添付する

(Mz")
仔敷料ノ

x雑箭の繩頼!:“''丹寸〃〃〃心"柳z亨/月〃）

儒日24(z'zo与ﾉ鯛～/2月分の請ボ鰭

＃､〃〃円× 雌
月
=､M"

円

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

慎反書金額(a)

jlタ〃円

安分呂 E(b)

､／

Ioo%

政務活動費支出額(a×b)

3,489円



2019年11月2日

426-0132

静岡県藤枝市

本郷286

佐野愛子様

Nb■■■■■■■

いつも月刊『婦人通信』をご購読いただき､ありがとうございます｡誌代終了のご案内をさしあげます。
お振込みいただきました購読料が下記のように終了となりますので､継続してのご購読をどうぞよろしくお願いI
いたします｡年間購読料は､4,500円､半年間の購読料は2,250円となっております｡ご無理のないように ，
お送りください。送金方法は､同封の振込用紙､郵貯の通帳間送金やみずほ銀行(新宿南口支店･普通
1016460､口座名｢日本婦人団体連合会｣)、または､代金分の切手をお送り下さい。
なお､中止なさる場合は早めにご連絡を下さい｡今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

お預かりしている誌代は12月号分迄です｡引き続き､ご購読をお願いいたします。

－－＝与壼一堂言＝客I…零字J守竃一＝匡薯詫壼喧竜ﾛK飢下〆溝雰界ロ展､詮¥

ご利用明細票
＝霜…－~＝§…＝覇可竜野認…E雷増置霊＝幸奴矛拳xjWt短＝哉匹､U .F･¥堂ブ

Nb

426-0132

藤枝市本郷286

佐野愛子様

1

お取扱日 店番 取扱番号

〕2－01－16 003 A93210014
取扱店 .エタﾞ

払込口 翌 〕0100－2 74431
迩入令顎 *4，50〔 料金 ＊152

号番号 ＊＊＊＊＊

振モ 『受付票

払込みの証拠と
なるものです力、
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消賓
税等が含まれて
います。
(ゆうちよ銀行）
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な
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様式第1－2号

豊|会派代表者l1"|腿諦|⑬ 経理担当者

使趨頁目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢7－｢7－同一｢5~｢U~m
(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当楠に記入すること。

整理番号 坐－4

経費項目 冒鍛･研修費

内 容 会費及び送料NPO法人くすり .たべもの・からだの協議会

年月 日 令和2年4月1～令和年 月 日 姥 金額 268円

会の趣旨．

目 的

健康寿命の延伸を実現するため､薬や食べ物に関する正しい知識を普及させ豊かな生活の

構築に寄与する

会の活動

内容等

健康に関し広い分野における様々な情報を講演会や講座等を介して発信する

政務活動．

県政との

関連性

県民の健康推進施策として総合計画等への提案に役立てる

く領収書貼付枠＞

事業年度令和1年5月1日から令和2年4月30日のため

令和2年4月分を請求する

Ⅱ

3,216円×1/12月＝268円 、
ト
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、
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※添付書類：団体の会則、 ・事業概要．⑳ （定款）

、

ー 矛ll用明細票

ご利用いただきましてありがとうございました。

､－ゆうちよ銀行一

I

お取扱日 店番 お取引内容

01－〔〕6－06 23003 通帳送金
三目 妾
巨営 弓

目
言

■
一
手
ヨ

＊＊＊＊非 ロ ■ ロ ■ ﾛ■■■

取扱番号’ お甲馬
■
二 ■戸タ

■■I■■■■■

NO72 1 *3,000

議蕊繍一塗一塁
スルガ銀行

草薙支店

■■■■■■■■■■■■■■■■■

普通 3473774

トクヒ． クスリタヘﾞモ.ノカラタ＄ ,ノキヨウキﾞカイ

送金料金 ＊216円

振込予定日01－06－06

サノ アイコ

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

268円

按分率(b)

:/.

100%

政務活動費支出額(a×b)

268円



領 収 証 (個人）

様佐野愛子

（うち消費税額等

但令和元年度年会費として¥3,000.一

上記正に領収いたしました

令和1年6月6日

静岡県静岡市清水区中之郷二丁目14番9号

特定非営利活動法人くすり ．たべもの・からだの

理事長 山 田 静 雄 門

領I又金額 ￥3,000.-



● ● 一三三

特定非営利活動法人<すり.たべもの・からだの協議会

特定非営利活動法人くすり．たべもの・からだの協議会定款

第1章 総則

(名称）

第1条当法人は､｢特定非営利活動法人くすり．たべもの･からだの協議会」

と称する。

、

（事務所）

第2条当法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

。第2章 目的及び事業

（目的）

第3条当法人は､社会が高齢化する中、国民の健康寿命の延伸を実現するべ

く、広く市民に対して、 ｢くすり」と「たべもの」の研究及び啓発等に

関する事業を行い、もって健康な‘｢からだ」を作り、豊かな生活の構築

に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条当法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下

「法」 という｡）第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

④災害救援活動

⑤国際協力の活動

⑥科学技術の振興を図る活動

⑦消費者の保護を図る活動

（事業）

第5条当法人は､第3条に掲げる目的を達成するため、次の特定非営利活動

に係る事業を行う。

①薬と食による健康寿命の延伸に資する学術研究及びそれらの啓発

のための支援事業

②国内外の学術集会の開催及びその支援事業

③健康科学に対する教育支援事業

④健康科学に関わる人材の育成支援事業

⑤研究者の海外からの招鴫事業,研究者の海外への派遣事業その他の

リ

6

1



特定非営利活動法人<すり。たべもの・からだの協議会

国際交流支援事業

⑥公開市民講座の開催その他の健康科学の普及啓発事業

⑦災害時の医療従事者の派遣その他の救援支援事業

⑧食品及び医薬品の安全に関する情報の発信事業

⑨その他当法人の目的を達成するために必要な事業
■■

第3章 会員

（種別）

第6条当法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。

①正会員

当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

②協力会員

当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

（入会）

第7条当法人に入会しようとする者（以下｢入会申込者｣ ．という｡）は、理

事長が定める入会申込書により、理事長に入会を申し込むものとする。

2理事長は、入会申込者の入会を拒否すべき正当な理由がある場合を

除き、入会申込者の入会を認めなければならない。

3理事長は、入会申込者の入会を拒否するものと決したときには、速

やかに､理由を付した書面をもって入会申込者に対し､その旨を通知し

なければならない。

（入会金及び会費）

第8条会員は、総会において別に定める入会金等（入会金及び会費をいう。

以下この条で同じ｡）を納入しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、会員に以下に定める事由がある場合には、

理事長はその会員の入会金等の納入を免除することができる。この場

合には、会員は事由を証明する書面その他理事長の求める書面を提出

しなければならない。

①会員が学生又は生徒である場合

②会員が震災、火災、水害その他の災害のため入会金等の納入が

困難である場合

③会員が傷病のため入会金等の納入が困難な場合

④会員が生活保護法に基づく保護その他の公的扶助を受けている

場合

⑤前各号のほか、入会金等の納入が困難であると理事長が認める

場合

Fr
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特定非営利活動法人<すり.たべもの・からだの協議会

（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは､その資格を喪

失する。

①退会届を提出したとき。

②個人である会員が死亡したとき。

③団体である会員が解散（合併による解散を除く｡）したとき。

④継続して2年以上会費を滞納したとき。

， ⑤除名されたとき。

、

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退

会することができる。

（除名）

第11条会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議

決により、その会員を除名することができる。

①法令及びこの定款に違反する行為をしたとき。

②当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、

除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（拠出金品の不返還）

第12条既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

（役員の種別及び定数）

第13条当法人に、次の役員を置く。

①理事長 1名

②副理事長 1名以上2名以内

③理事（理事長及び副理事長を含む｡）

④監事 1名以上

3名以上20名以内

（役員の選任）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。

3理事長及び副理事長の選任に関ずる細則は、別に理事会で定める。

4監事は、理事又は当法人の職員を兼ねることができない。

5法第20条各号のいずれかに該当する者は、当法人の役員になるこ

3



特定非営利活動法人<すり.たべもの・からだの協議会

とができない。

6役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三

親等以内の親族が1名を超えて含まれることになってはならない。

7役員のうちには、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族

が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

ｰ

（役員の職務）

第15条理事長は、当法人を代表し、業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐して業務を管理し、あらかじめ理事会で

定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代理し､理事長

が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づ

き、当法人の業務を執行する。

4監事は次の職務を行う。

①理事の業務執行の状況を監査すること。

②当法人の財産の状況を監査すること。

③前各号の規定による監査の結果､当法人の業務又は財産に関し不

正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があること

を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

④前号の報告をするために必要がある場合は､総会を招集すること。

⑤理事の業務執行の状況又は財産の状況について､理事に意見を述

べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

（役員の任期等）

第16条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任することができる。

2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の

残任期間とする。

3前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に

限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまで、そ

の任期を延長することができる。

4役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第13条に

定める最少の役員数を下回る場合には､後任者が就任するまでは､その

職務を行なわなければならない。

（役員の欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数（定数に上限と下限の定めがある場

合には、定数の下限）の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な

く、これを補充しなければならない。

4
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（役員の解任）

第18条役員が次の各号のいずれかに至ったときは、総会の議決により、そ

の役員を解任することができる。

①心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

②職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった

と認められるとき。

③前各号のほか、やむを得ない事由があると認められるとき。 ．

2前項の規定により、役員を解任しようとするときは、その役員に対

し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

ｰ

（役員の報酬）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができ

る。

2役員には、その職務を遂行するために要した費用を支給することが

できる。

3前2項に関して必要な事項は、総会で別に定める。

第5章 顧問及び相談役

第20条当法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2顧問及び相談役は、総会の議決により理事長が委嘱する。

3任期その他の顧問及び相談役に関する細則は、別に理事会で定める。

第6章 総会

（総会の種別）

第21条当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

（総会の構成）

第22条総会は正会員をもって構成する。
ヘ

（総会の権能）

第23条総会は、次の事項を議決する。

①定款の変更

②解散

③合併

④事業計画及び活動予算の決定

⑤事業計画及び活動予算の変更

⑥事業報告及び活動決算

5
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⑦役員の選任又は解任、職務並びに報酬

⑧顧問及び相談役の選任及び解任

⑨会員の除名

⑩入会金及び年会費の額

⑪借入金(その事業年度内の収益をもって弁済する短期借入金を除

く｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

⑫その他当法人の運営に関する重要事項

（総会の開催）

第24条通常総会は、毎年1回、 6月に開催する。

2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

①理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

②正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書

面又は電磁的記録により招集の請求があったとき。

③第15条第4項第4号の規定により､監事から招集があったとき。

3総会の運営に関する細則は、別途総会で定める。

（総会の招集）

第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった

ときは､その日から30日以内を期日とする臨時総会を招集しなければ

ならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を示

した書面又は電磁的記録により､会日の5日前までに正会員に通知しな

ければならない。

(総会の議長）

第26条総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。

（総会の定足数）

第27条総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができ

ない。

（総会の議決）

第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ

通知した事項とする。 ・

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の

過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6



特定非営利活動法人<すり.たべもの・からだの協議会

（総会の議決権）

第29条会員の表決権は、平等とする。

2団体である正会員は、総会に、その代表者が出席するものとする。

ただし､代表者が出席できない場合には、あらかじめ届け出た役員又は

職員を出席させることができる。

3総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について

書面又は電磁的記録をもって表決し､又は他の会員に代理人として表決

を委任することができる。

4前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、

第30条第1項第2号､第49条及び第52条の適用については､総会

に出席したものとみなす。

5総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決

に加わることができない。

ｰ

（総会の議事録）

第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ぱならない。

①日時及び場所

②正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある

場合については、その数を付記することを要する｡）

③審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果。

⑤議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該

会議において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印又は記名

押印しなければならない。

3前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたことにより､総会の決議があったとみなされた

場合においては､次の事項を記載した議事録を作成し､理事長及び議事

録の作成に係る職務を行った者が署名押印又は記名押印しなければな

らない。

①総会の決議があったものとみなされた事項の内容

②前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

③総会の決議があったものとみなされた日

④議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 理事会

7



特定非営利活動法人<すり.たべもの・からだの協議会

（理事会の構成）

第31条理事会は、理事全員をもって構成する。

（理事会の権能）

第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

①総会に付議すべき事項

②総会の議決した事項の執行に関する事項

， ③事務局の組織及び運営に関する事項 ．

④その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第33条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

①理事長が必要と認めたとき。

②理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した

書面により.、招集の請求があったとき。

③第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があ

ったとき。

2理事会の運営の細則に関しては、理事会において別途定める。

（理事会の招集）

第34条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は､前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があった

ときは､その日から14日以内を期日とする理事会を招集しなければな

らない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を

示した書面又は電磁的記録により､会日の7日前までに通知しなければ

ならない。ただし､理事全員の了解がある場合はこの手続を省略するこ

とができる。

（理事会の議長）

第35条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の決議）

第36条理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

2理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじ

め通知した事項とする。 ． ． 、

3前項の規定にかかわらず、第34条第3項の規定によりあらかじめ

通知されていない事項であっても､災害への対応その他緊急を要する事

8
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項については、理事会で議決することを妨げない。

4理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。

（理事会の表決権等）

第37条各理事の表決権は、平等とする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ

通知された事項について書面又は電磁的記録をもって表決することが

できる。 、

3前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事

に加わることができない。

一

（理事会の決議の省略）

第38条理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当

該提案について理事(当該事項について議決に加わることができる者に

限る｡）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

（監事が異議を述べたときを除く｡）は、当該提案を可決する旨の理事

会の決議があったものとみなす。

（理事会の議事録）

第39条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。

①日時及び場所

②理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、そ

の旨を付記することを要する｡）

③審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果

⑤議事録署名人の選任に関する事項 ． ‘

⑥前条の規定に基づいて理事会の決議があったものとみなされた

場合には、その旨

2議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会

議において選出された2名以上の議事録署名人が署名押印又は記名押

印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、前条の規定に基づいて理事会の決議が

あったとみなされた場合においては､次の事項を記載した議事録を作成

し､理事長及び議事録の作成に係る職務を行っ・た者が署名押印又は記名

押印しなければならない。

①理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

9



特定非営利活動法人<すり.たべもの・からだの湿謹会

②前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

③理事会の決議があったものとみなされた日

④議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第8章 資産及び会計

（資産の構成）

第40条当法人の資産は、次の各号をもって構成する。

①設立当初の財産目録に記載された財産

②入会金

③会費

④寄附金品

⑤財産から生じる収益

⑥事業に伴う収益

⑦その他の収益

可

（資産の管理）

第41条当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て

理事長が定める。

（会計の原則）

第42条当法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行う。

（事業計画及び活動予算）

第43条当法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総

会の議決を経なければならない。

（暫定予算）

第44条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により．予算が成立しな

いときは､理事長は理事会の議決を経て､予算成立の日まで前事業年度

の予算に準じて執行することができる。

2前項の規定に基づいて執行された収益及び費用は、新たに成立した

予算の収益及び費用とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第45条予算の超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設け

る。

2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
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（予算の追加及び更正）

第46条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経

て、総会において既定の予算の追加又は変更をすることができる。

（事業報告及び決算）

第47条当法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決

算に関わる書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事

の監査を経て、総会において､‘議決を経なければならない。

2剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に

分配してはならない。

（事業年度）

第48条当法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終

わる。

第9章 定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第49条この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会

員の4分の3以上の多数の議決を経て、かつ、法第25条第3項に規

定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。

（解散）

第50条当法人は、次に掲げる事由により解散する。

①総会の決議

②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

③正会員の欠亡

④合併（合併により当法人が消滅する場合に限る｡）

⑤破産手続開始の決定

⑥所轄庁による設立認証の取消し

2前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以

上の承諾を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

4 当法人が解散したとき(第1項第4号及び第5号の場合を除く｡）は、

理事が清算人となる。

（残余財産の帰属）

第51条当法人が、解散（前条第1項第4号及び第5号の場合を除く｡）した

11
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ときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうちから、総

会において議決した者に譲渡するものとする。

（合併）

第52条当法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分

の3以上の多数の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければなら
ない。

ザ

第10章 公告の方法

第53条当法人の公告は、当法人の掲示板に掲示して行うとともに、官報に
掲載して行う｡

第1 1章 事務局、

第54条当法人に、当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができ
る。

2事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。

3事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

4事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、
理事長が定める。

第12章雑則

第55条この定款の施行に際し必要な細則は､理事会の議決により定める。

附則

（施行日）

第1条この定款は、当法人の設立の日から施行する。

(初年度の役員）

第2条当法人の設立当初の役員は、次のとおりとする｡ ，

理事長 山田静雄

副理事長 影山慎二

理 事 伊藤由彦

理 事 木村緑

理 事 速水慎介

監 事 賀川義之

2設立当初の役員の任期は、第1．6条第1項本文の規定にかかわらず、

当法人の設立の日から平成28年6月30日までとする。

b

夕
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(初年度の事業年度）

第3条当法人の設立当初の事業年度は､第48条の規定にかかわらず、当法
人設立の日から平成27年4月30日までとする。

の

(初年度の事業計画及び活動予算）

第4条当法人の設立当初の事業計画及び活動予算は､第43条の規定にかか
わらず、設立総会で定める6

(初年度の入会金及び年会費）

第5条当法人の設立当初の入会金は、 第8条第1項の規定にかかわらず、次
に掲げる額とする。

①個人である正会員 ､ 金2， 000円
②団体である正会員 金10， 000円
③協力会員 金1， 000円

2 当法人の初年度の事業年度における年会費は、
かかわらず、次に掲げる額とする。

①個人である正会員 金3, 000円
②団体である正会員 金20, 000円

③協力会員 金1， 000円

第8条第1項の規定に

附 則

変更後の定款は、平成27年3月15日から施行する。

附 則

変更後の定款は､平成27年7月q日から施行する。

p

13



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢m引一厄｢DTF1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

,＝収- .封乱

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及てj“活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 4－よ

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調劃形蹟･研修費･広蛾費･霊澗誇鬮潰･会譲･資料I賊費･資*購入費･事務費･事瀞漬･人件費

内 容 FMしまだ．－ナー料及び送金手数料

年月 日 令和2年4月3日～令和年 月 日 金額 49,720円

目的
定期的に県政、地域情報を報告する

使途
令和2年3月分コーナー料及び送金手数料

お取扱日 店番 お取引内容

02－04－03 23003 通帳j美令
記 岳

Ｌ
Ｉ 月

目

＊＊＊＊＊ :!:ロ ﾛ■■■■■
取扱番号 お取言 壷省

NO87 ＊49，500
・
■
ａ
５
Ｂ
ｑ
ご
ｑ
０
ｎ
■
■
０
■
ｂ
ご
り
●
■

■
で
①
６
ウ
■

飼
。
■
ず
、
ｐ
Ｆ
Ｇ
Ｌ
が
■
貯

ｏ
Ｆ
。
、
●
ｂ
ｐ
ｂ
、
。
画
ａ
Ｊ
ｈ
ｒ

凸
守
■
●
“
Ｔ
７
Ｉ

凸
■
■
Ｂ
け
丁
。
▲
Ｐ
才

。
●
②
Ｂ
ｆ
ｕ
ｑ
ｂ
Ｆ

口
。
。
。
。
■
酢
ｂ
ｅ
ｏ
ｆ
Ｏ
、
■
㎡
恥

、
心
。
謎
。
駝
・
謎
マ
詩
▽

葬
舞
捧
恥
沖
燕

Ｇ
■
Ｄ
Ｆ
ｂ
０
Ｂ
ｄ
ロ
伊

。
●
矛
ｒ
Ｆ
ｒ
ｃ
兜
●
ｂ
■
●
‐
０

凸
■
■
■
Ｆ
１
申
ｐ
ｄ

、
’
、
Ｏ
０
Ｆ
０
寺
ｊ
Ｑ
Ｊ
Ｄ
可
■
沼
０

■
■
阜
日
■
写
り

ｕ
ｄ
Ｑ
屯
占
●
ロ
『
ｂ
Ｐ
・
恥
ｒ
ｑ

ｐ
■
Ｊ
ｐ
６
ｃ
ゆ
。
Ｉ
Ｆ
■
、
ロ
、
●

“
Ｄ
ｏ
Ｄ
Ｐ
ザ
ロ
守
・
Ｃ
ｅ
Ｐ
も
砧

●
◆
ｊ
も
●
Ｐ
４

残 高

､ ■■■■■■■
島田掛川信用金庫匙.
島田本店営業部 ．
普通 ， 916955

力）エフエム"マタ
心

送金料金 :1:220円
振込予定日02－04－03 ‘

ｻ.ノ ァィコ ，

49,720円

／

100％ 49,720円49,720円

にかかる



〒426-0132

静岡県藤枝市本郷286

御請求書
2020年3月31日

No. 606

佐野愛子 様

雲
株式会社FM島田

代表取締役社長八木和

〒427-0042

島田市中央町5番の1プラ

TEL:0547-34-1765 FAX

プラ2020年3月度 ザおおるり3F

FAX:0547-34-5700
期間2020/03/01～2020/03/31

ご請求額 ¥49,500

<お振込み先＞

島田掛jil信用金庫島田本店営業部
‘普通091.6･955

株式会社FM島田

上記の通りご請求申し上げます。

来月末迄にお振込みをお願い致します。

※振込手数料は貴社ご負担にて

お願い申し上げます。

へ

費 目 請求金額 備 考

コーナー料 45,000

小 計 45,000

消費税等 （10.0%） 4,500

合 計 ¥49,500



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢7｢W団－，5m
書

毒－上 名去藻じり 野差

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 侭 経理担当者 ■■

経費項目 "Wf繧確費癖繍費鶏卿誇蕊潰会議鮮州飼攪舗績磧患鏑潰人件費
内 容 自動車リース代伶和2年4月分）

年月 日 令和2年4月6 日～令和年 月 日 金額 28,998円

目的

使途

関連性

く;副又書貼付枠＞

*月額リース料金（68,726円）から重量税、任意保険料等政務活動費対象外経費を

除いた金額（57,996円）に1/2を乗じた額を充当する

計算根拠を別紙添付する

で按分

領収書金額(a)

57,996円

按分率(b)

1／2

政藩活蜀1善寺隅舘(周×h)

28,998円



1/1ページしずぎんダイレクトライト

画面ID：BNYO60

入出金明細照会

｢尺三菱FiWI奇詞
昂一一一一一一一一一一一一画一一＝』ｰ一一一一一－－－一一口q一■~一一ー』ロー～…－~一一一‐一壷。一菌

照会口座

05月29日09時38分時点

照会条件を変更する
~－－－－

(全'4件） 並べ言え： 蚤呈｜ 日付 過臺

番号 日付 取引 差引残高摘要お預入金額お引出令額

ﾎﾝﾀﾞﾌｱｲﾅﾝｽ001 2020年04月06日分 出令 68,726円

君

咄－

05月29日06時00分時点

口次ベージ前ページ

(CSVﾌｧｲﾙでダｳﾝﾛｰド）ダｳﾝﾛｰﾄﾞ

ﾄッブパージヘ

2020/05/29okabank.Co.jp/ib/mquiry/BNYOhttps:"www.direct-lite.shizu GB■



自動車リース料の活動費充当額計算根拠 一

リース料総額A 4,123,560P(68,726円/月60回)別紙リース料参照

対象外経費計B 4643,770円 1+2+3+4
経費計算
対象外経費1重量税 ▲24,600円

〃 2任意保険料▲388,620円
〃 3メンテナンス料▲300,000円
対象経費4エンジンオイル料69,450円(メンテナンス料の内､対象経費にあたるエンジンオイル料を調整）

対象経費 C 3,479,790円A+B

月額リース相当額C÷60回

ひと月活動費充当額1/2

57,996円

…／′
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様式第1－1号

使途頁目 サーチキー
支出証拠書

｢7m-m万｢ヨ
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 今－7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 識蔓形讃.研修費.広聴広報費.要識標諦鑛.会議費.鮮昨鱸.資料購ｽ費.事務費.鰯.人件費

内 容 事務所電気料（令和2年4月請求分）

年月 日 令和2年4月15日～令和年 月 日 金額 6,550円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

“
ｔ
Ｇ
■
面

１

１
に
服
ｈ
鵬
卜
・
訓
ｉ
Ｍ
０
Ｊ
‐
哩
令
・
川
，
’
１
胆
併
１
司
里
’
肋
１
Ｍ
肌
削
山
偶
町
■
、
段
‐
胞
川
帆
ｎ
ｈ
ｈ
０
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按分の理由

政務活動､後援会活動で

使用のため

領収書金額(a)

13,100円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

6,550円
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中部電力ミライズ株式会社
担当窓口：掛川

掛川市中央1－5－8

0570－048－155

※お電話はカスタマーセンターで承ります。
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◎おことわり領収証の再発行はできませんので大切に保管して.ください｡証明書の発行にはく､別途手数料がかかります｡‐ . ． ‘ 、
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様式第1－2号

｢画司睡雪罰墓|会派代表者I鰯 経理責任者

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）
｢7I-｢5~｢5TI1

’鼻

’

054－689字019

すおか焼津信用釜
（騨両群忌監下六い）

i ‐－ － ． ”－－－－．．－－－－-.---,-－－－．_…‐‐ ‐‐ － ．－－→._､－－－－－－－－－

圃頚古動費支出額(a×b

※按分による支出がある場合は、按分の理由、須反書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

経費項目 冒 ･研修費

内 容 令和2年度静岡県精神保健福祉協会会費及び送金手数料

年月 日 令和2年4月17日～令和年 月 日 金額 1,110円

会の趣旨．

目 的

保健福祉思想の普及を図り、嶽申保健福祉運動の推進と精神的健康の向上に寄与する

会の活動

内容等

各種こころの健康づくりに関する講演会、アート展など

ご利用年月･日 ‘

℃壁.0蛸1稲
デ 取扱金庫、店番一機番通番

,1501027ア皇0005

、

-カード発行金融撮関一店番一口座番号 、

銅引お振込
内。害

お取引金額 、

￥1~ｳ．000＊
璃更唖込

邸政羽

取引時聞l;

1
■ ｡

お取引後･残高 、

≦ . = ． . ¥O*
ペ一ジ 金種ド!IZJUl UUuUUuUU 」

ﾛ史:頁 子 ,. PLUいつ‐"ノリ 子､プ9UU 」

印紙税申告納

付につき静岡

穏購…鱗斉

にかかる

領収書金額(a)

1,110円

按分率(b)

／

100％
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令和2年度静岡県精神保健福祉協会会費請求書

金1.000円也

静岡県精神保健福祉協会細則第6条(1)アに基づき(1ヵ年1,000円の会費によ

り)上記のとおり請求いたします。

令和2年4月8日

佐野愛子様

〒422-8031静岡市駿河区有明町2－20

静岡県静岡

静岡県精神

会長石田

〕
健
実

印
コ
ー
ト

おぐろしてん

【振込先】 しずおか信用金庫小黒支店

普通預金 0217377

しずおかけんせいしんほけんふくしきようかい

静岡県精神保健福祉協会【口座名義】

かいちよう いしだ たかこ

会長石田多嘉子



静岡県精神保健福祉協会会則

則第1章 総

（名 称）

第1条本会は、静岡県精神保健福祉協会という。

（事務所の所在地）

第2条本会は、事務所を静岡県精神保健福祉センター内に置く。
（目 的） ．

第3条本会は、静岡県における精神保健福祉事業の飛躍的発展を期し、保健福祉思想の
普及を図り、併せて精神保健福祉運動の推進と精神的健康の向上に寄与すること
を目的とする。

（事 業）
戸

第4条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（1）精神保健福祉に関する知識の普及啓発に関すること。
（2）精神保健福祉に関する資料及び情報の収集、交換に関すること。
(3)精神障害者の福祉推進を図るための諸活動に関すること。
（4）会員相互及び関係団体との連絡協調を図ること。
（5）その他前条の目的を達成するため必要な事業

《

則第2章会

（会 員）

第5条本会は、本会の目的と趣旨に賛同するものをもって会員とする。
2．会員は、次の2種とする。

普・通会員

特別会員

（入会及び退会）

第6条本会に入会しようとするものは、別に定めるところにより、会長の承認を得なけ
ればならない。

2．退会しようとするものは、その旨を届け出なければならない。

‘
一

第3章役員及び職員

（役

第7条

員）

本会に次の役員を置く。

（1）会 長

（2）副 会 長

（3）常務理事

（4）理 事

（5）評 議 員

（6）監 事

1名

2名

若干名

若干名

若干名

2名
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（役員の選出）

第8条会長及び副会長は、理事の互選による。

2．理事は、総会において選任する。

3．常務理事は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

4．評議員は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

5；監事は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

（役員の任期）

第9条役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
2．補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3．役員の任期満了の場合といえども、後任者が就任するまでは前任者がその職務
を行うものとする。

（役員の職務）

第10条会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2．副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3．常務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。

鋸 4理事は､理事会を組織し､会務を執行する。
5．評議員は、評議員会を組織し、重要の事項を審議する。
6．監事は、会務の執行状況を監査する。

（名誉会長及び顧問）

第11条本会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
2．名誉会長及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3．名誉会長及び顧問は、会務について会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して
意見を述べることができる。

（幹事の委嘱）

第12条本会に幹事若干名を置く。

2．幹事は、会長が委嘱し、常務理事を補佐する。

（職 員）

第13条本会に職員若干名をおくことができる。
2．職員は、会長が任免する。

議）

鯉竈条会議は､総会常務理事会理事会及び評議員会とする。
2．会議は、会長が召集する。

3．会議は、その会議を構成する会員又は役員の過半数が出席しなければ開会すること
ができない。

4．やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事
項についてのみ、書面または代理人をもって表決を行うことができる。

5．会議の議事は、出席者の過半数で決める。可否同数のときは、議長が決める。

（総 会）

第15条総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
2．定期総会は、毎年1回定期に開催する。

3．前項のほか、会員2分の1以上の請求があったとき及び会長が
必要と認めたときは、理事会の承認を得て臨時総会を開催する。

4．総会の議長は、出席した会員の中から選任する。
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１

5．総会は、次の事項を議決する。

（1）事業計画の承認に関すること。

（2）会則の制定及び改廃に関すること。
（3）歳入、歳出予算及び決算の承認に関すること。
(4)その他会長が附議した事項

（常務理事会）

第16条常務理事会は必要に応じ随時開催する。
2．常務理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3．常務理事会には、次の事項を附議する。
（1）理事会に附議する議案に関すること。
（2）事業計画の決定に関すること。

(3)歳入歳出予算及び決算の決定に関すること。
（4）その他重要な事項。

4．常務理事会は運営委員会を設置することができる。
（1）運営委員会は必要に応じ随時開催する。
（2）運営委員会の議長は委員の中から会長が指名する。
（3）運営委員は会員及び会員の属する機関の代表者から常務理事会の意見を
聞き、会長が委嘱する。

（4）運営委員の人数は若干名とする。
（5）運営委員会は事業遂行にあたって、必要に応じて実行委員会を置くこと

ができる。

（6）運営委員会は事業計画案、予算案の策定、その他協会事業の運営を行う。
5．急を要する事項、その他会長がやむを得ないと認める事項については、書面を
送付して賛否を求め、常務理事会に代えることができる。

（理 事 会）

第17条理事会は、必要に応じ随時開催する。
2．理事会の議長は、会長がこれにあたる。

3．理事会には、次の事項を附議する。

（1）総会附議する議案に関すること。
（2）事業計画の決定に関すること。

（3）歳入、歳出予算及び決算の決定に関すること。
（4）その他重要な事項

4．急を要する事項、その他会長がやむを得ないと認める事項については、書面を
送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。

（評議員会）

第18条評議員会は、必要に応じ随時開催する。
2．評議員会の議長は、会長がこれにあたる。
3．評議員会には、次の事項を附議する。

（1）基本財産に関すること。

（2）会務に関する重要な事項で、会長が必要と認めるもの。
4．前条第4項の規定は、評議員会に準用する。

一

（

I

｛
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（監 査）

第19条監事は、毎年少なくとも1回、この協会の業務及び会計の状況を監査し、その；
会長に報告しなければならない。

2．会長は、毎年度の事業報告及び収支決算害を総会に提出しようとするときは、
かじめ監事の審査をうけ、 これに対する監事の意見をつけなければならない。

その結果を

きは、あら

計第4章会

（事業年度）

第20条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
（収 入）

第21条本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
（会計に関する規定）

鐙第22条会計に関して必要な事項は､この会則に定めるもののほか､会長が定める。 1

第5章雑 則

（施行細則）

第23条この会則の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て会長が定める。

附 則

この会則は、昭和37年2月28日から施行する。
一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

昭和43年6月8日

昭和52年5月31日

昭和61年6月6日

平成3年5月10日

平成12年7月19日

平成20年7月2日

平成22年4月1日

平成22年7月7日

平成23年6月16日

鯵
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静岡県精神保健福祉協会細則

この細則は、静岡県精神保健福祉協会会則第23条に基づき、会務を執行するため

に必要な事項を定める。

静岡県精神保健福祉協会（以下「協会」 という｡）の事務所には、次の、書類、帳

簿を備えつけ、常に整理しておかねばならない。

役員名簿、会員名簿、会計簿、会議録、行事実施記録、備品台帳

協会に入会を希望するものは、入会申込書に当該年度の会費をそえて、会長に提

出しなければならない。

2．会長は、前項の申込みを承認したときは、直ちに会員名簿へ登録しな

ければならない。

会員は、当会発行の機関紙、その他印刷物の無料配付をうけることができる。

会員の種類は、次により区分する。

(1)協会の目的と趣旨に賛同し、入会を申し出たものは普通会員とする。

(2)学識経験者であって、会長がとくに認めたものは特別会員とする。

会費は次のとおりとする。

(1)普通会員の場合

ア．個人は1ヵ年 1,000円とする。

イ．病院・診療所。会社・工場・事業所・その他団体等の会費は、

次のとおりとする。

①精神科病院 許可病床数に応じ 1床当り 1ヵ年 300円とする。

②一般病院 〃 10,000円

③診療所 〃 15，000円

条
条

１
２

第
第

第3条

条
条

４
全
戸
ｂ

↑
弟
号
弟

第6条

④会社・工場・事業所等

従業員 300人未満 1ヵ年

300人以上500人未満 〃

500人以上 ノ’

但し、 1口は1,000円単位とする。

⑤市町村

当該市町村の人口2万人未満の場合

2万人以上5万人未満の場合

5万人以上10万人未満の場合

10万人以上15万人未満の場合

15万人以上20万人未満の場合

20万人以上25万人未満の場合

25万人以上30万人未満の場合

30万人以上35万人未満の場合

35万人以上40万人未満の場合

40万人以上45万人未満の場合

45万人以上50万人未満の場合

50万人以上55万人未満の場合

55万人以上60万人未満の場合

60万人以上65万人未満の場合

65万人以上70万人未満の場合

70万人以上80万人未満の場合

80万人以上 90万人未満の場合

90万人以上100万人未満の場合

100万人以上の場合

5口以上

10口以上

20口以上

1ヵ年
〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

ノノ

ノノ

〃

〃

〃

〃

ノノ

ノノ

〃

16，000円

22，000円

30，000円

40，000円

45,000円

50，000円

55,000円

60,000円

65，000円

70，000円

75，000円

80,000円

90)000円

100,000円

110,000円

120,000円

130,000円

140,000円

150,000円



様式第1－1号

鴬|会派慌者｜鰯|経理識！⑬ 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7｢副~｢]－[万｢ひ、
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

I I
政務活動．

県政との

関連性 ’

ご利用明細票
〃

〆
’

ご利用いただきましてありがとうございました。

一一一ゆうちよ銀行一=一
’

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号

経費項目 調劃職賓.研修費.広聴広報費.鶏繍誇鰯債.会議.資料作鰭.資瀧擴入費.事務費･鰯･人件費

内 容 令和2年5月分
〃

事務所賃借料及び送金手数料

年月 日 令和2年4月24日～令和年 月 日 金額 50,220円

目的

使途

く領収書貼付枠＞

お取扱日蕊
〆

店番 お取引内容

02－04－24 23003 通帳送金
記 呂 番 号

＊＊＊＊＊ ■■■■■ ■ ■■■■■■

取扱番号 …
■
■
Ｐ
■ー

N120 ＊100，000
⑧
●
ｂ
い
■
９
■
白
宇

■
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０
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》
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■
●
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守
●
●

叩
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寺
■
■
■
白
４

９
●
●
日
ロ
■
９
■

■
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８
。
ｄ
●
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Ｇ
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叩
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唖
■
●
●
Ｄ
■

■
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’
”
。
Ｄ
■
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残 高
一一一一一■■■■■■■■■

清水銀行 一一
藤枝駅西支店
普通 2215815

力）マルトシアオキ

送金料金 ＊440円
振込予定日02－04－24

／

サノ アイコ

按分の理由

政務活動、後援会活動

で使用のため

領収書金額(a)

100,440円

安分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

50,220円



様式第1－1号

裳|会派代表者｜鰯|経理識!⑬ 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7m-[万｢D~｢引
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 牟一/0

経費項目 調蕊職賓･研修費｡広聴広報費･需猟誇鬮債 ･会議漬･資料侑鑛･資料購入費･霧･謡銅漬･人#費

内 容 事務所電話通話料（令和2年4月請求分）

年月 日 令和2年4月28 日～令和年 月 日 金額 3,091円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収琴酢

通帳記載欄|〔

一一
ｻ 』

塵｛
鰯！

．』

；231
－－4

蝋2

占付

に

"

9

1

枠＞

“ガス”と表示している説明文書を添付する

ll ll
ー■■■~｡＝■一一●陣･面

f埖扱唯｜ お預り金櫛 i お拠払金額 ｜ 鼎向滴(蹄ｹ鰯） I
f－－o－－－－－－T－一一・毎．-.---,-..-･･･- ...-, .･一国軸一･･ ･･･一一･ --1-,-.-－'一一…･-‘ '｡ ｡‐…－‐一 －．．－．． ，－.一一一・' ｡.=・ ・…･･ ･ ･ ､'-- つ･- .-.-...-.一一一･･･ ･・異 . ・・
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按分の理由

政務活動と後

で使用のため

援会活動

領収書金額(a)

6,182円

按分率(b)

1／2

％

…力1口割具冬陛1頭、｡／、Uノ

3,091円



〒426-0037
ヅ

藤枝市青木2-18-3

rNo. 301K

. 2020年04月20日

(株) TOKAIケーブルネットワーク

青木ピル1C お問い合わせ先
〒410-0053

沼津市寿町8－28ふじのくに県民クラブ藤枝

佐野愛子事務所

IIIIIIIIIIII''I',IIIIIIIII'1'll,lll'I.III･l,ll0II'III'II'II'IIII'II

御中

メディァプラザ

TEL O120-696-942 FAXO55-922-5694

湯

壼
覗 求

聿
雪

ｰロR

”O狂

お引落し元郵便局

引落日が金融機関の休日の場合、翌営業日に引落しを行います。

内訳 数量 金額(税込） ご利用期間

ひかりdeネットベーシック（マンションF 1 4,547 2020/04/01～2020/04/30
継続割引 1 -330 2020/04/01～2020/04/30
やくそく割引(F4) 1 -367 2020/04/01～2020/04/30

ひかりdeトーク(S) - 1 2.332 2020/03/01～2020/03/31

以下余白



平成23年6月10日
〒426－0037

藤枝市青木2－18－3

ふじのくに県議団藤枝

愛子壽務所様

光インターネットご契約商品のご案内

拝啓毎度格別の御引立てに賜り厚く御礼申し上げます。
この度は弊社サービスを利用していただき誠にありがとうございます。

お客様の現在の御契約商品の明細は下記の通りでございます。

轆零鑛鰹需鶚鴬篭騨諸農邉て頂きます。
尚､ご不明な点が御座いましたら下記までご連絡をお願い致します。
今後とも弊社を宜しくお願い致します。

敬具

単位(円）

※1ひかり利用料･通話料･ユニバーサルサービス料は御利用月の翌月請求となります。
※2ユニバーサルサービス制度はNTT東日本や西日本が加入電話などのユニバーサルサービスの提供を

確保するために必要な費用を､電話会社全体で応分に負担する仕組みです。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。 http://www_soumu.go.jp/johogtsusin/universalservice/

※3ひかり電話通話料は御利用分のみの請求となります。

株式会社ピｯｸ東海
沼津市寿町8番28号メデイアプラザ2階

放送通信センター管理課
TELO120-696-942

FAXO55-922-5694

御利用商品名 御利用料金

ひかりインターネット 4,500 毎月請求(当月御利用分）

ひかり電話通話料(※1※3） 毎月請求(前月御利用分）

ユニバーサルサービス料(※1※2）
ワ

イ 毎月請求(前月御利用分）



様式第1－4号

－

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動劇然料代）

｢ﾗｰ｢§~m－｢5T5TZ1

4 月分】【 (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

訂.Rr 唱上
1

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す
ること。

整理番号

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ㈲ 経理担当者 ■■

区分 前回給油願収書貼付分) A 今回(直近の)給油B 総走行踞雑C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

⑳単価による充当方式 ：単価（円） ×走行距離(km) -

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行聞難(kn,)/総走行雁醗（上記C) (kn')

･充当限度割合による按分：領収書金額（円） ×充当限度害'|合

走行慨難(km) 積算方法※ 充当額（円）

460 18 円× 460 km/ km 8,280

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名佐野愛 繍

按分の理由

全て政務活動にかかるもの

である。

領収書金額(a)

8,280 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

8,280円



(4月）

8,280

月 日 内 容 行 程 走行距離(km)

2 市ノ瀬町内会意見交換会 自宅一市ノ瀬 7

3 会派総会、心愛意見交換会 自宅一青島、県庁 56

4 滝沢町内会意見交換会 自宅一滝沢 2

5 岡村市議市政報告会 自宅一高州 18

6 島田土木打合せ、FM県政報告 自宅一六合、島田 30

7 静清高校入学情収集 自宅一潮 20

8 事務整理 自宅一青木 17

10 市民要望聴取 自宅一事務所等 18

12 自治会要望視察 自宅一本郷町内 10

14 教職員代表者意見聴取 自宅一静岡 58

16 志太地区教職員意見交換 自宅一田沼等 20

19 本郷、大久保地区情報収集 自宅一大久保本郷等 37

20 議案説明 自宅一県庁 55

21 FM県政報告収録等 自宅一島田等 28

23 学校訪問瀬戸谷、稲葉 自宅一堀之内 15

24 学校訪問藤枝 自宅一藤枝等 20

27 学校訪問意見交換 自宅一茶町 21

29 剣道見学と情報収集 ’ 自宅一駅前、五十海 28

合 計 460



様式第1－1号

侭塞項目 サーチキー
支出証拠書

叩1豆]一厄｢万m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

1

’
領収書貼付枠＞

給与支払明細書

令和2年4月分

■■■■■■■氏楽

H
＝

月"xZ3、光6 数8”X、鈴与2 ZJ600
〃× 円

み､先占H=. 2､いり血勤箔』 z,8"

’

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

廷

轄理番号 享一ば

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 説間形讃.研修費.広聴醗費.薪鞠誇瀧憤.会議.資料作鰭.資繩静費･事務費･事翻漬･人霞

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年4月30日へ令和年月 日 金額 28,380円

目的
政務活動を補助する職員を雇用

使途
4月分給与

政務活動．

県政との

関連性

■■■■

給 与

’
一

■■■■■■■■■■■■

－－

通勤手当

日数8日

￥350/日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

円

28,600 2,800

円

31,400

円 円 円

0

円

31,400

円

受領印

受領日 4月30日

する。

に基づき按分

､貝llX雷垂馥(aノ

31,400円

按分率(b)

(B)23.5h/(A)26h

％

政務活動費支出額(a×b)

28,380円



会派様式第5号

雇用実績表

4月分 氏 名 ■■■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 水

2 木

3 金 4 3.5 月初打ち合わせ､スケジュール確認

4 土

5 日

6 月

7 火 4 3.5 当月案内状確認整理とスケジュール調整

8 水

9 木

10 金 4 3.5 県政資料発送準備

11 土

12 日

13 月

14 火 4 3.5 県政資料発送準備､発送作業

15 水

16 木

17 金 4 3.5 県政資料発送作業

18 土

19 日

20 月

21 火 2 2 当月案内文書ﾌァイリング

22 水

23 木

24 金 2 2 県政資料整理ファイリング

25 土

26 日

27 月

28 火 2 2 次月スケジュール確認

29 水

30 木

計 (A) 26 (B)23．5

上記のとおり雇用したことを証明する。 ‘ 令和2年4月30日
会派厘議員名ふじの<に県民クラブ佐野愛子鰯

{政務活動費充当計算}…①又は②の算式を用いて､政務活動費充当を算出する。
①(B){ 23 時間30 分}×単価{ 1,100円}= 25,850円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) = 円



様式第1－1号

閨 ⑬会派代表者 経理責任者 経理担当者

使趨夏目 サーチキー
支出証拠書

｢71~r｢Z1－｢51~DTn
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収雲の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 4－β

経費項目 諦鹿形蹟･研修費｡圃諏報費･薪鞠誇鬮債･会議費･資糾愉蹟｡資繩鴬入費･事務費･藷弼漬･人霞

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年4月30日～令和年月 日 金額 29,700円

目的
政務活動を補助する職員を雇用

使途
4月分給与

関連性

く領収薑誤占付枠＞

’

Ｈ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｐ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
■
Ⅱ
１
０
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｔ
Ｉ
１
！
．
，
Ⅱ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
７
？
ｆ
Ｉ
Ｉ
１
Ｌ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
■
Ｉ
ｌ
８
７
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
４
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
・
Ｉ
１
ｆ
Ｉ
ｉ
Ｉ
，
１
１
１
１

給与支払明細書

令和2年4月分

氏名

給 与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

円

29,700

円 円

29,700

円 円

0

円

29,700

円

受領印

受領日 4月30日

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

29,700円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

29,700円



会派様式第5号

雇用実績表

＊証明は､雇用主が署名して押印する。

4月分 氏 名

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 水 4 4 月初打ち合わせ､当月情報収集(情報誌､新聞）

2 木 4 4 当月情報収集(情報誌､新聞）

3 金 4 4 当月情報整理､スケジュール調鑿

4 土

5 日

6 月 3 3 当月資料整理ﾌァイリング

7 火

8 水 3 3 県政資料発送準備

9 木

10 金 3 3 県政資料発送準備

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水 3 3 県政資料発送作業

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月 2 2 県政資料発送作業

21 火

22 水

23 木 3 3 各種案内状整理､スケジュール確認

24 金

25 土

26 日

27 月 2 2 県政資料発送作業

28 火

29 水

30 木 2 2 次月スケジュール確認

計 (A) 33 (B) 33

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年4月30日
会派･議員名ふじの<に県民クラブ佐野愛子鐘

{政務活動費充当計算}…①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){ 33時間00分}×単価{ 900 円}=29,700円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) = 円



k

様式第1－1号

使途項目 サーチキー

歯ﾖｰ師fn 支出証拠
書

門 ･ふじ0

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ㈲ 経理担当者 ■■

経費項目 調劃形蹟･研修費･広聴広報費･薪繍誇瀧債･会議･資糾愉蹟･資'糖入費･事務費･事翻漬･人騒

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年4月30日～令和年月 日 金額 40,150円

目的
｣函劣沽璽]を補助丁る職員を雇用

使途
4月分給与 』

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

給与支払明細書

令和2年4月分

■■■氏名■■■’

7のた防

蒔い。

尾7－
I

してい

荘
，
陸

/3Z7ノ

発'す箔

松
鯛

ノ催

１
，
●
１
１
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｌ
４
Ｉ
ｌ
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｑ
ｊ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ

■

給与 通勤手当

日数11日

￥350／日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

36,300

侈） 円

3,850

円

40,150

円 円

0

円

40,150

円

4月30日

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

40,150円

按分率(b)

／

100％

嵯又4万1口男"童茎I凹伺貝IaハDノ

40,150円



会派様式第5号

雇用実績表

不同止明ld,、ノ匡用ユニ刀､壱石しL坪仁I』す旬。

4月分 氏 名 ﾛ■■■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 水 1 1 資料整理

2 木 3 3 月初めスケジュール確認

3 金

4 土

5 日

6 月 3 3 案内文書確認

7 火

8 水 3 3 書類整理､ファイリング

9 木 3.5 3.5 資料ファイリング

10 金

11 土

12 日

13 月 3 3 案内文書整理､ファイリング

14 火

15 水 3.5 3.5 県政資料発送準備

16 木 3 3 県政資料発送準備

17 金

18 土

19 日

20 月 2 2 旧資料整理

21 火

22 水 2 2 自宅ワーク情報収集

23 木 2 2 旧資料整理

24 金

25 土

26 日

27 月 2 2 自宅ワーク情報収集
28 火

29 水

30 木 2 2 次月予定確認

計 (A) 33 (B) 33

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年4月30B
会派･議員名ふじのくに県民クラブ佐野愛子蕊

1l以砺石割童元ヨ同T-j...uﾉXl顧哩の異式を用いて、政務沽勤費充当を算出する。

①(B){ 33 時間00 分}×単価{ 1,100円}= 36,300円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) 円



様式第1－1号

使i宝夏目 サーチキー
支出証拠

｢7Tﾗｰ｢g]一厄~｢DT。
書

門 ･ふじ0

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

整理番号 4－/(す

決
裁 会派代表者 経理責任者 ㈲ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研蹟･研修費･広聴嘩蹟･野調誇瀧憤･会議･資料作成費･綱費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 静岡・朝日新聞購読料

年月 日 令和2年4月30日～令和年 月 日 金額 7,337円

目的
各方面における情報収集

使途
玉ノ」同TI閏謁。H刀ツル弓｣鵠印しﾉlシ『

政務活動・

県政との

関連性

政務活動において、広い分野の情報を得るための手段として活用する

＞占付枠領収書貝く
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部数 ‐ 金 額 、

１１

3,300＊

4, 037＊

”言訂菫、 各貝

￥7，
I RM対象

337＊
7 117ml

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

7,337円

按分率(b)

／

100％

､

政務活動費支出額(a×b)

7,337円


